
 

 

６日監第１５９号  
令和７年２月２６日  

 
 

日進市長 近藤 裕貴 様 

 
 
                                     日進市監査委員 浅岡 勇夫 
                                     日進市監査委員 武田 治敏 
 
 

財政援助団体等監査の結果について（提出） 
 
 
  地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき財政援助団体等監査を実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を提出します。   
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財政援助団体等監査結果報告書 
 
第１ 監査の種類 

    地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく監査 
 
第２ 監査の対象 
    公益社団法人 日進市シルバー人材センター 
    ［所管部局］ 福祉部 地域福祉課 
    ［団体種別］ 補助金交付団体・公の施設の指定管理者 
 
第３ 監査の期間 
    対象期間 令和５年４月１日から令和６年１０月３１日まで 
    実施期間 令和６年１０月１７日から令和７年１月２７日まで 
 
第４ 監査の着眼点 
 １ 財政援助に係ること 
（１）財政援助団体等 

ア 補助金等交付関係書類は適切に処理されているか。 
イ 出納関係帳票は適正に処理されているか。 
ウ 補助金等に係る収支の会計経理は適正か。 
エ 補助金対象事業は、補助の目的に沿って適切かつ効率的か。 
オ 補助金関係書類は、所管課の記録と符合しているか。 

（２）所管課 
  ア 補助金交付要綱等により、補助金の交付目的及び補助金対象事業の内容が

明確か。 
  イ 補助金の額の算定、交付方法、時期、手続き等は適切か。 
  ウ 実績報告書等により、補助金等の履行確認を適切に行っているか。 
  エ 補助事業に関する団体への指導監督は適切か。 
 

 ２ 指定管理者に係ること 
 （１）指定管理者 
   ア 協定等に基づく業務の実施は適切に行われているか。 
   イ 公の施設の管理に係る収支会計経理は適正に処理されているか。 
   ウ 事業報告書等は、適切に作成されているか。 
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   エ 公の施設の管理に係る管理規程、経理規定等の諸規定は整備されているか。 
   オ 利用者への安全確保や、備品の管理は適切か。 
 （２）所管課 
   ア 管理に関する協定等の締結は、適正に行われているか。 
   イ 協定書等には、必要事項が適正に記載されているか。 
   ウ 管理に関する経費の算定、支出の方法、時期、手続き等は適切か。 
   エ 事業報告書の点検は適切に行っているか。 
   オ 指定管理者に対する指導監督は適切か。 
 
第５ 監査の実施内容 
    日進市監査基準に準拠し、監査を実施しました。 

監査においては、「第４ 監査の着眼点」に記載されている事項について、 
関係職員からの説明聴取及び関係書類の閲覧等の監査手続を実施しておりま 

す。 

 
第６ 監査の結果 

公益社団法人日進市シルバー人材センターに対し、市から交付された補助金 
及び公の施設の指定管理者に関する事務について、関係書類を抽出して審査し 
たところ、概ね適正に事業が運営されていると認められました。 
しかし、事務処理に関しては、改善を要するものが見受けられましたので、 

今後の事務の執行にあたっては、これらに注意し、改善を要するものについて 
は、その措置を講ずるよう要望します。 

〈日進市シルバー人材センター、地域福祉課〉 

［要望］ 

① 事務処理を行う際は、確認した経緯がわかる書類を残されたい。 

② 契約並びに書類の作成、受領にあたっては内容を十分に検討されたい。 

 
第７ 団体の概要等 

１ 団体の概要 
（１）団体の名称 公益社団法人日進市シルバー人材センター 
（２）団体の住所 日進市蟹甲町中島２６７番地 
（３）団体の目的 

日進市シルバー人材センターは、定年退職後等において、臨時的かつ短 

期的な就業又はその他の軽易業務に係る就業を通じて自己の労働能力を 
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活用し、自らの生きがいの充実や社会参加等を希望する高齢者の就業機会 

の増大と福祉の増進を図るとともに、高齢者の能力を生かした活力ある地 

域社会作りに寄与することを目的としている。 

（４）会員数（令和６年３月３１日現在） 
５２４名 

（５）役員数 
会長１名、副会長１名、理事１６名、相談役５名、顧問１名、監事２名 

（６）職員数 
正規職員２名、再任用職員２名、嘱託職員３名、臨時職員４名 

 
２ 補助金の状況 
（１）補助事業 

① 高齢者の就業に関する情報の収集及び提供 
② 高齢者の就業に関する調査研究 
③ 高齢者の就業に関する相談 
④ 臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除く。）又はその他の軽易 
な業務に係る就業（雇用によるものを除く。）を希望する高齢者のための 
当該就業の機会の確保及び組織的提供 

⑤ 高齢者に対する臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係 
る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習の実施 

⑥ その他目的を達成するために必要な事業の実施 
（２）補助対象経費 

令和５年度：職員５名分の人件費及び関連経費 

令和６年度：職員６名分の人件費及び関連経費 

（３）補助金額 

令和５年度補助金交付金額       31,763,000 円 

令和６年度補助金申請金額       31,763,000 円 

 

  ３ 指定管理の内容 

  （１）日進市高齢者生きがい活動センターの指定管理内容 

    ① 所在地   日進市蟹甲町中島２６７番地 

    ② 施設の概要 鉄筋造２階建 616.70 ㎡ 

    ③ 指定管理期間 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

④ 指定管理者が行う業務 
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ア 日進市高齢者生きがい活動センター条例第3条各号に掲げる事業の実 

施に関する業務 

・就業の情報収集及び提供 

・教養の向上及びレクリエーション 

・健康の相談及び指導 

・高齢者と地域社会との交流 

イ 施設等の維持、管理及び修繕に関する業務 

ウ 施設等の利用の許可に関する業務 

エ 上記に掲げるもののほか市長が必要と認める業務 

    ⑤ 指定管理料 

       令和５年度の指定管理料 決算額 4,393,290 円 

令和６年度の指定管理料 予算額 4,400,000 円 

⑥ 収支状況 
（単位:円） 

区 分 令和５年度（決算額） 令和６年度（予算額） 

収入総額 4,393,290 4,400,000 

指定管理料 4,393,290 4,400,000 

支出総額 4,272,462 4,400,000 

人件費 989,000 989,000 

消耗品費 24,815 38,000 

光熱水費 437,157 438,000 

修繕費 983,290 990,000 

通信運搬費 46,596 47,000 

委託料 1,716,364 1,822,000 

賃借料 75,240 76,000 

収支差額 120,828 0 

 
 
 
 
 
 
 
 


